
 

 

 

 

2020 年 4 月 8 日 

久光製薬株式会社 

 

新型コロナウイルス感染症に関する当社の取り組みについて 

 

久光製薬株式会社（以下「当社」）は、今般の政府による緊急事態宣言を受け、国内における 

新型コロナウイルスの感染拡大防止と、従業員や取引先をはじめとする皆様の安全確保の観点

から、これまで講じてきた対応をより一層強化し、新型コロナウイルス感染拡大の防止に取り組ん

で参ります。 

 

【新型コロナウイルス感染症における対応】 
 

  ・時差出勤の推奨 

・国内外問わず出張の自粛 

・多人数による社内会議の自粛、TV 会議システム等の活用 

・社外の会議、会合等への参加の原則禁止 

・在宅勤務の推進 

※緊急事態宣言の対象地域（東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、大阪府、兵庫県、福岡県）に 

勤務、居住する従業員は、原則、在宅勤務とする 

・医薬情報担当者（MR）等による医療機関や得意先様などへの訪問の自粛 

・出社前の検温の実施 

感冒症状や発熱がある場合には出社を控える 

37.5 度以上の発熱が続いた場合には医療機関を受診する 

・マスク着用、手洗い、うがい、アルコール消毒の励行 

 

 当社は、新型コロナウイルスに関する状況を注視しながら、今後も政府や自治体などの方針に

基づき感染拡大防止に必要な対応を適切に実施して参ります。 

 

以上 
 
  

【本件に関するお問い合わせ先】 

〒100-6330 東京都千代田区丸の内二丁目 4 番 1 号 

久光製薬株式会社 広報室 

TEL 03-5293-1732 


